
物 件 調 書 

所 在 地 現況地目 実測面積 登記地目 登記面積 

岡崎市宮石町字佐田１番８ 
山林 

（一部保安林） 
1,906.57 ㎡ 保安林 1,906 ㎡ 

岡崎市宮石町字ナギノ沢 16 番４ 公衆用道路 478.76 ㎡ 公衆用道路 478 ㎡ 

最 低 売 却 価 格 2,430,000 円 (参考単価／1,018 円/㎡、3,367 円/坪)  

入札保証金 122,000 円（定額） 

登録免許税 5,300 円 

法

令

に

基

づ

く

制

限 

都市計画法 

及び 

建築基準法 

等 

都市計画区域 市街化調整区域 用途地域 なし 

建ぺい率 60％ 容積率 200％ 防火地域 

なし 

（建築基準法第 22

条第 1 項区域） 

高度地区 なし その他 
都市機能誘導区域外、宅地造成等工事規制区

域、居住誘導区域外 

その他の 

制限 
景観形成一般地区、保安林（一部）、地域森林計画対象民有林（一部） 

接 面 道 路 状 況 東側幅員約 10.8ｍの市道に接面(建築基準法第 42 条第１項第１号道路) 

私 道 の 負 担 等 

に 関 す る 事 項 
私道負担の有無 無 負担等の内容 なし 

土 壌 調 査 等 土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査は行っていません。 

都市計画基本図 

及び土地利用状

況に関する特記

事項 

昭和 33 年 
昭和44

年 
昭和 54 年 平成４年 平成 14 年 平成 24 年 令和４年 

山林 → → → → → → 

特記事項  

供給処理施設 

の概要 

施設の種類 配管等の状況 事 業 所 等 

公営上水道 給水区域外 
サービス課水道給水係 

(23-6339) 

公共下水道 下水道処理区域外  

都市ガス 配管なし 
東邦ガスお客さまセンター 

(0570-783987) 

電  気 地上配線 

中部電力パワーグリッド㈱ 

岡崎支社 

(0120-988-091) 

交 通 機 関 
愛知環状鉄道永覚駅（約 10,000ｍ） 

名鉄バス「上宮石」バス停(約 1,500ｍ) 

指 定 学 校 奥殿小学校、新香山中学校 

物件番号 ７-４ 



留 

意 

事 

項 

＜一般的事項＞ 

・本物件の入札及び売買契約は、実測面積で行います。 

・本物件は、測量済みではありますが、世界測地系による測量を実施しているのは宮石町字佐

田１番８の筆のみになります。 

・本物件は、現況での引渡しとなります。 

・本物件敷地内に位置する工作物(擁壁等)、供給設備等の補修、移設、撤去、再築造、樹木の

剪定等の費用負担、市以外の隣接地権者等との協議については、市は対応いたしません。た

だし、市が隣接地の所有者である場合、地権者協議には隣接地権者として応じます。 

・本物件は中日本高速道路株式会社から寄附を受けた物件になります。 

・本物件の一部には舗装通路及び擁壁が設置されておりますが、中日本高速道路株式会社が設

置したものであるため増設時の図面等記録は残っていません。 

・「市有地入札売払要領」も必ずご確認ください。 

 

＜法令等に関する事項＞ 

・本物件は市街化調整区域に存するため、開発行為・建築行為を行う場合は、都市計画法第 29

条又は第 43 条の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、同法第 33 条、第 34

条及び、岡崎市開発行為の許可等に関する条例に基づく技術的基準、立地基準に合致する必

要があります。詳しくは、建築指導課開発審査係（23-6253）にお問い合わせください。 

・本物件は宅地造成等工事規制区域にあるため、対象となる造成工事をする場合、着手前に許

可を受ける必要があります。詳しくは、建築指導課開発審査係（23-6253）にお問い合わせ

ください。 

・土地利用に伴い必要となる乗入れ口の設置、側溝・舗装整備、防護柵の設置・撤去について

は、申請者の自己負担により、「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」を提出

いただき、構造等協議してください。詳しくは、土木管理課管理係(23-6463)にお問い合わ

せください。 

・買受人の建築行為等の内容によっては、景観法に基づく届出等が必要となります。詳しくは、

まちづくり推進課景観まちづくり係(23-6261)にお問い合わせください。 

・買受人の屋外広告物の掲出等の内容によっては提出等できず、または屋外広告物条例に基づ

く許可申請が必要です。詳しくは、まちづくり推進課景観まちづくり係(23-7252)にお問合

わせください。 

・買受人の土地利用計画の事業内容によっては、岡崎市土地利用基本条例に基づく大規模土地

利用行為に係る事前協議に該当し、条例で定める手続き等が必要となります。詳しくは、都

市計画課総務係(23-6248)にお問い合わせください。 

・買受人の土地利用計画の事業内容によっては、岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある

特定事業の手続及び実施に関する条例に定める特定事業に該当し、条例で定める手続き等が

必要となります。詳しくは、都市計画課総務係(23-6248)にお問い合わせください。 

・本物件に建築物や駐車場を築造しようとする際は、岡崎市防災基本条例第 13 条及び第 14 条

の遵守及び総合雨水対策計画に基づき、対象施設からの雨水流出を抑制するため貯留浸透施

設設置を積極的にご検討ください。(河川課総合雨水対策係(23-6220)) 

・砂防指定区域内のため、造成工事の内容により砂防法の許可が必要となります。詳しくは、

西三河建設事務所維持管理課（27-2758）にお問い合わせください。 

・本物件は、埋蔵文化財包蔵地でないことが確認されております。ただし、工事中等に新たに

埋蔵文化財を発見した場合には新規発見の届出が必要となります。詳しくは、社会教育課岡

崎城跡係（23-6434）にお問い合わせください。 

・本物件は下水道処理区域外のため、公共桝を設置することができません。汚水を排水する場

合には浄化槽の設置が必要になります。 

・本物件については、下水道処理区域外のため、下水道事業分担金を支払う必要はありません。 

・本物件の一部が保安林（約 537 ㎡）の指定を受けています。保安林内の土地の形質を変更す

る場合は、愛知県知事の許可が必要となります。保安林の指定区域については後頁の「保安

林指定図」をご確認ください。なお、「保安林指定図」はおおよその位置を示した略図にな

りますので、詳しくは、西三河建設事務所農林水産事務所林務課（0564-27-2733）にお問い

合わせください。 

・本物件の一部が地域森林計画対象民有林の指定を受けています。地域森林計画対象民有林の

指定範囲は「マップあいち」でご確認ください。詳しくは、西三河建設事務所農林水産事務

所林務課（0564-27-2733）にお問い合わせください。 

・地域森林計画対象民有林に該当する土地の所有者になった場合、森林法第 10 条の７の２の

規定により、その土地の所有者となった日から 90 日以内に岡崎市長に届出が必要です。詳

しくは、中山間政策課森林整備係（82-3152）にお問い合わせください。 
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・地域森林計画対象民有林内で伐採行為を行う場合は、森林法第 10 条の８第１項の規定によ

り、岡崎市長への届け出が必要となります。詳しくは、中山間政策課森林整備係（82-3152）

にお問い合わせください。 

・本物件の周辺環境を現地にて十分確認してください。なお、近隣環境が変化する場合がある

ことをご了承ください。 

 



案   内   図 

 

周   辺   図 

 
※ 本図は、概略図です。本図と現況が異なる場合は、現況が優先します 
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保安林指定図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪注意事項≫ 
 ・縮尺 １：１０００ 
 ・本図は略図であり、保安林指定位置を正確に示したものではありません。 
 ・本図は、愛知県及び中日本高速道路株式会社提供資料を参考に作成しています。 



③ 通路及び平場 ④ 通路侵入口

⑤
通路奥構造物（擁
壁）

物件番号　７－４

現　地　写　真

① 南東 ② 北東


